
最高裁秘書第2962号

令和3年9月27日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

’

最高裁判所事務総長中村 ↓I

司法行政文書開示通知書

令和3年8月25日付け（同月26日受付，第030466号）で申出のありま

した司法行政文書の開示について，下記のとおり開示することとしましたので通知

します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

平成28年3月28日付け最高裁総三第74号総務局長，経理局長通達「予納

郵便切手の交換に関する事務の取扱いについて」 （片面で5枚）

2 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）



予納郵便切手の交換に関する事務の取扱いについて

平成28年3月28日総三第74号高等裁判所長官，地方，

家庭裁判所長あて総務局長経理局長通達

平成7年3月24日付け最高裁総三第18号事務総長通達「予納郵便切手の取扱いに関する規程の運用

について」 （以下「郵券通達」という。 ）記第3の2の(2ゆイの定めに基づき，標記の事務の取扱いにつ

いて下記のとおり定めましたので， これによってくださb＄

なお，簡易裁判所に対しては，所管の地方裁判所長から伝達してください。

記

第1定義

1 この通達において「交換」 とは，郵券通達記第3の2四2肋アに定める場合に，裁判所が民事訴訟

費用等に関する法律（昭和46年法律第40号）第13条の規定により予納させた郵便切手（以下

「予納郵便切手」という。 ）と交換用郵便切手とを対当額で引き換えることをいう。

2 この通達において「交換用郵便切手」 とは，物品管理官が供用する郵便切手のうち，物品管理官が

あらかじめ指定する職員（以下「交桝旨定職員」 という。 ）に交換を目的として交付した郵便切手を

いう。

3 この通達において「係書記官等」 とは，予納に係る事件に関する記録の保管をつかさどる裁判所書

記官及びこの補助者並びに予納に係る事件の調査事務を担当する家庭裁判所調査官及び家庭裁判所調

査官補並びにこれらの補助者をいう。

第2交換をすることができる場合

交換は，郵券通達記第3の2d2切アに定めるとおり現に必要がある場合に限り行うことができる。

なお，郵券通達記3の2α2肋アに定める「適合した組合せの郵便切手を用意するために現に必要が

あるとき」 とは，貼付しようとする予納郵便切手の額面額の合計が所定の郵便料金を上回ってしまう場

合のほ血郵便切手の枚数が多数となるために貼付することが困難な場合をいう。

第3交換をすることができる者の範囲等

1 交換をすることができる職員

(1)交換は，交撫旨定職員に限り， これを行うことができる。

なお，複数の交換指定職員を指定した場合において， これらのうち複数の交換指定職員にともに

交換用郵便切手を使用させるときは，物品管理官は， ともに使用する交換指定職員の範囲及び主任

者を明らかにしておかなければならない。

（2）家庭裁判所の支部又は出張所と同一所在地の地方裁判所の支部又は簡易裁判所の交換指定職員は，

当該家庭裁判所の支部又は出張所の係書記官等と交換をすることができる。



2交換簿

(1)交換指定職員（主任者がいる場合には，その者）は，交換用郵便切手の受領，交換及び返納の状

況を明らかにする交換簿（別紙様式第1）を備え置かなければならなしも

（2）交換指定職員は，交換を目的とする郵便切手の受領，交換及び返納の状況を交換簿に記録する。

（3）交換簿の保存期間は， 1年間とする。

3交換用郵便切手の供用

交換用郵便切手は，必要最小限度の数量とする。

第4交換の手順

1係書記官等における準備

（1）係書記官等は，交換を希望するときは，予納郵便切手のうち交換を必要とする郵便切手について，

郵便切手交換希望票（別紙様式第2・以下「希望票」 という。 ）に当該交換に係る事件の事件番号，

予納者，交換前の予納郵便切手（以下「交換前郵便切手」 という。 ）の券種及び枚数並びに発送予

定の郵便物ごとの郵便料金を記載し，主任書記官に提出する。

（2）主任書記官は，係書記官等から(1)の定めによる希望票の提出を受けたときは，内容を確認し， こ

れを承認する場合には所定の欄に押印した後係書記官等に返却する。

（3）係書記官等は， （2肋定めにより返却された主任書記官の押印のある希望票を交換指定職員に提出

する。

なお，遠隔地にいる交換指定職員と交換をする場合には，希望票をファクシミリにより交桝旨定

職員に送信する。

2交換指定職員による連絡

交換指定職員は，希望票に記載された発送予定の郵便物に使用する郵便切手（以下「交換後郵便切

手」 という。 ）の準備ができたときは，係書記官等にその旨を連絡する。

3交換

(1)係書記官等は，交換指定職員から2の定めによる連絡を受けたときは，希望票に記載した券種及

び枚数の交換前郵便切手を当該交換に係る事件の予納郵便切手管理袋（以下「管理袋」 という。 ）

から取り出し，速やかに交換指定職員に持参し，交換指定職員が準備した交換後郵便切手との交換

をする。

なお，遠隔地にいる交換指定職員と交換をする場合には，交換前郵便切手とともに希望票を交換

指定職員に送付する。

（2）係書記官等と交換指定職員（遠隔地にいる交桝旨定職員において交換をする場合には，交換指定

職員を含む複数人）は，速やかに交換前郵便切手及び交換後郵便切手の券種及び枚数と希望票の記

載内容を相互に確認しなければならない。

（3）交測旨定職員は，交換が適正に行われたことが確認できたときは，希望票の交桝旨定職員確認印



欄に押印する。

（4）係書記官等は，交換後郵便切手を受領したときは，希望票の係書記官等受領E噸に押印する。

（5）交換指定職員は，交換を終了した希望票《4肋定めにより係書記官等受領印欄に押印された希望

票をいう。以下同じ。 ）の写しを作成して係書記官等に交付する。ただし，遠隔地にいる交測旨定

職員において交換をする場合には，交換後郵便切手とともに(3ゆ定めにより押印した希望票の写し

を係書記官等に送付する。

（6）係書記官等は， （5肋ただし書の定めにより希望票の写しの送付を受けたときは，当該希望票の写

しの係書記官等受領印欄に押印した上で， これをファクシミリにより交換指定職員に送信する。

（7）係書記官等は，交換終了後直ちに， 当該交換に係る事件の管理袋に， 日付並びに郵便切手の交換

をした旨及びその金額を記載して梛pする（摘要欄に「交換○○円」と記載瞳隔地にいる交換指

定職員において交換をする場合には，交換前郵便切手を取り出した際に「交換○○円（出） 」 ，交

換後郵便切手を受領した際に「交換○○円（入） 」のように2欄に分けて記載）して押印する。 ） 。

（8）交換指定職員は，交換を終了した希望票《6肋定めにより送信を受けた希望票を含む。 ）を保存

し，その保存期間は， 1年間とする。

（9）係書記官等は， （5ゆ定めにより交付された交換を終了した希望票の写し《6ゆ定めにより係書記

官等受僻蝋に押印した希望票の写しを含むb )を事件雑書類つづりにおいて保存する。

第5検査

1物品管理官は， 自ら又はその指定する職員に命じて，少なくとも月に一度，交換指定職員における

交換が適切に行われているかどうかについて検査を行う。

2 1の検査は，交換簿，交換用郵便切手及び希望票（第4の3凧6ゆ定めにより送信を受けた希望票

を含む。 ）を確認して行う。

3 ’の定めにより少なくとも月に一度行う検査は,定期的に行うものとし,毎月月末締めで翌月’0

日までに行う。

第6交換用郵便切手の調整

物品管理官は，交換用郵便切手の数量等の状況を勘案して，交換に適さない交換用郵便切手の返納を

受け，新たに交換を目的としてその供用する郵便切手を交付するなど，適宜必要な調整を行う。

付記

この通達は，平成28年4月1日から実施する。



(別紙様式第1）

｜
’

交換簿 庁 名

(項） 裁判費 (目） 裁判庁費 交換指定瑳員の贋する部署

（頁/全頁）

I

受領
●

交換(入）

《内》

返納

交換《出）

（円）

券種別内訳記録欄(枚):左梱はl牌減数‘右梱は残枚数 （注)払出の鳩合にはマイナス入力(▲表示） 入力結果確認欄

日付 摘要 耶件番号 備考

l l l ’
残高

(円）
受領等
（円）
返納等
（円）

、 、先月から鞭越 0 0 価 0 0 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 0 00 0

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ0

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 ０ 0 C0 0 0 0 0 0 0 0〆

0 0 0Ｏ
Ｆ

Ｌ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0

0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ロ I ロ ．

0 0 0 C C 0 C 0 00 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ﾛ

0 0 0 C 0 0 0 0 0 5 0 0 00 0 0 0 0 、 0 C

００ 0 0 0 0 ０ 0 0 0 C ０ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

０0 0 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

０0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

０0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 0 0 0

』0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 00 0 0 C 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 0 0 0

00 0 0 0 0 0 0 0 p ０ 0 0 00 0 0 0 C 0 0 0

■

0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0 ロ 0 0 0 0 0 C 、 C 0

十司一
0 0 00 0 0 C 0 0 p 0 0 0 0 0 0 0

1
0 0 0 0

０ ’
’
’
’
’
’
一
Ｉ

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ロ 0 0 0 0 0 0 0 0

０0 0p C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0§ 0 0 0 0

０
』
０

０

０

百
固
凹
■

0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0

0 0 0 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0

■ ■ Fﾛﾛ

0ロ 0 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

■■■
■■■

00

0 0

0 0 0 0 ６ ０ 0 C 0 0 0 0 0 0 0 0 C 0

■0翌月へ繊趣 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0

※藩色したセルのみ入力する(その他の榎lま自動計凍)．

※券狸別内服記録欄は.受入分をブﾗｽ表示で 払出分をマイナス表示(▲と表示される）で記録する．

※交換嫁は月ごとに印刷し‘月末締めで翌月捕己表でに検査する．

※行が不足する場合は.新たに別葉を起こして記録する.その場合は.先頭行に『前葉から繰越』等と表示し､月の表示榎の横に(1頁/全2頁)等と紀入し,同月に複数葉の舘録があることが分かるようにする。

※勢彊別内訳記録欄の表示がｴﾗｰとなる場合には.｢入力箱累砿哩欄』にr要塗厘lの豪示がなされるので即時に瞳腿する．



(別紙様式第2）

平成 年 に 日

郵便切手交換希望票

所 属

官職･氏名 ⑳

(内線 ）

1交換に係る事件番号等及び交換前郵便切手の内訳

I

Ｉ
Ｉ

2発送予定の郵便物ごとの郵便料金

① 円 ② 円 ③ ④円 円

残額 円 合計 円

‐■‐唾”ｰ■■p■■■■毎■口勾■■‐坤画‐■坤ロー‐■‐”陣や■脚ロ■■■■■旬、■■申■■I■■■‐■■■ーﾛ■I■■‐■■‐②画睡｡■旬悼■■■■、q■I■q■■､ I■■ﾛ■■■■■､■■■ー‐“ロ陣｡■■■口②■ロ｡■■■‐■■‐●■■ぬい単毎句‐“単一｡■

【交換指定職員使用欄】

交換後郵便切手

| 発送予定の郵便物に使用するための郵便切手 |｜

|”鴬Ⅱ"術1'総' ,刊示濃I
l lll l l l l

’

１
１
１

残額

内訳(枚） 合計(円）

■

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ⅲ

■

Ⅲ

■

Ⅲ

ｒ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

Ｆ
Ｉ
ｂ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
内
申
６
１
０
Ⅱ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｒ

｜

’
１
１ ■

希望票受領日 係書記官等への連絡日

（ ． ． ） （ ． ）

交換日

）

(注)1この票は,原本を交換指定職員に提出し,写しを事件雑書類つづりに編てつする。

2交換は,係書記官等と交換指定職員が交換前郵便切手と交換後郵便切手とを相互に確認

しながら行う。

主任書記官

事件番号 予納者

交換前郵便切手

合計(円）
－

券種

内訳(枚）

’ ’ ■ ’ ’


